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・教育委員会告示

0昭和56年教育委員会告示第5号(金沢市立小

学校児童通学区域)の一部改正について

(教育総務課)

0昭和56年教育委員会告示第6号(金沢市立中

学校生徒通学区域)の一部改正について

教育委員会告示

⑨金沢市教育委員会告示第11号

2 

昭和56年教育委員会告示第5号(金沢市立小学校児童通学区域)の一部を次のように改正し、平成31年4月 1日か

ら効力を有するものとします。

平成30年12月27日

金沢市教育委員会教育長 野 口 弘

表中
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⑨金沢市教育委員会告示第12号

昭和56年教育委員会告示第6号(金沢市立中学校生徒通学区域)の一部を次のように改正し、平成31年4月 1日か

ら効力を有するものと します。

平成30年12月27日

金沢市教育委員会教育長 野 口 弘

表城南中学校の項中「新竪町小学校通学町、 菊川町小学校通学町」を「犀桜小学校通学町」に改め、同表犀生中学

校の項中 「、東浅川小学校通学町」を削る。
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